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営業許可証

＊法人：法人税、事業税、住民税、消費税の領収書または納税証明書
　個人：所得税、事業税、住民税、消費税の領収書または納税証明書

見積書、
カタログなど

※上限額が 50,000 円となります。上限額未満の場合には支払済み利息相当額
　となります。また、設備購入先が当所会員事業所である場合には、上限額が
　20％アップの 60,000 円となります。（平成 27 年度受付分より）
①本制度をご利用の場合には、小規模事業者経営改善資金（マル経）のお申し
　込みのほか、別途お申し込みが必要です。
②設備投資を実施する施設等は、飯能市内に所在する場合に限ります。
③利子補給予算には限りがあります。予算消化時点で受付終了となります。
④本制度利用の詳しい説明は、当所経営指導員までご相談ください。

（例）お借入 500 万円　金利 1.25％　返済 59 回の場合

56,671 円

43,959 円

31,247 円

18,535 円

5,824 円（合計）156,236 円


